
 

常滑焼まつり協賛会 

第５７回 常滑焼まつり 

 知多半島グルメ屋台ブース 出店者募集  

第５７回常滑焼まつりのボートレースとこなめ会場にて、飲食ブース出店の募集をします。今年は

10 月７日（土）に花火大会があり、秋の常滑のひとときを過ごして頂けるよう常滑焼の器等、知多半

島（常滑）地域色にこだわった食材を使用したものの提供に心掛けて、大いに盛り上げたいと思います。つき

ましては、下記の要項をよくご覧になって応募用紙に必要事項を記入の上、申し込みをしてください。 

 

募集要項 

日   時   ２０２３年１０月７日(土) 、１０月８日(日) 

土曜日 ９：００～２０：００ 

日曜日 ９：００～１６：００ 

出店場所   新スタンド正面玄関駐車場・旧東スタンド競走水面沿い 

出 店 料  ・15,000 円 /２日間 ＋ 売り上げの 10%   

＊申し込みが一定数を超える場合、抽選をします。 

＊小雨決行 

申込〆切   ８月２５日（金）１７：００まで 

出店条件    

＊ 消火器の設置及びプロパン等の固定 

＊ 両日営業終了後、３０分程度会場清掃への参加 

＊ 自店舗前にゴミ箱の設置及び回収（持ち帰り） 

＊ 出店中は主催者の指示に必ず従うこと 

 

提出書類 

＊ 屋外での飲食店営業許可証（コピーを申込書と合わせ必ず提出して下さい）  

＊ 「反社会的勢力でないこと等に関する表明・確約書 

 

問合せ・申込み先  

とこなめ屋台倶楽部(村田) 

〒479-0827 愛知県常滑市保示町 1-130 宝友シール(株)内  

Mail:foryou@blue.plala.or.jp 

FAX 0569-34-7017         携帯 090-1471-3683 



 

とこなめ屋台倶楽部(村田)宛 

FAX 0569-34-7017    Mail:foryou@blue.plala.or.jp 

 

出店申込書 

        記⼊⽇  年  ⽉  ⽇ 

※返信等連絡致しますので、記載漏れないよう丁寧にお願いします 

⽒  名  店  名  

住  所 
〒   −    

 

電話番号  FAX 番号  

携帯番号  

E-mail  

特産品等（売り  

出店ブースサイズ 
基本 

3.6ｍ × 2.7ｍ 

希望サイズ 

原⼨ 
 

出店の種類 テント ・ キッチンカー 業   種 飲⾷・ 物販・ その他 

営業品⽬内容 

＊販売価格も記⼊ 
 

その他事項 

質問は具体的に記
⼊願います 

 

注意事項 ※申し込みの際に表面に記載されている提出書類も一緒に送ってください。 



 

 

反社会的勢力ではないこと等に関する表明・確約書 

 
常滑焼まつり協賛会 

会長 磯部 栄 殿 

  事業所名 

住  所 

代表者名                   

 

ｌ 私［当社］は、現在又は将来にわたって、次の各号の反社会的勢力のいずれにも該当しない

ことを表明、確約いたします。 

 ①暴力団 

 ②暴力団員 

 ③暴力団準構成員 

 ④暴力団関係企業 

 ⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ 

 ⑥暴力団員でなくなってから 5年を経過していない者 

 ⑦その他前各号に準ずる者 

2  私［当社］は、現在又は将来にわたって、前項の反社会的勢力又は反社会的勢力と密接な交

友関係にある者（以下「反社会的勢力等」という｡）と次の各号のいずれかに該当する関係がな

いことを表明、確約いたします。 

 ①反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係 

 ②反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係 

 ③反社会的勢力等を利用する関係 

 ④反社会的勢力等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関係 

 ⑤その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係 

3  私［当社］は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを表明、

確約いたします。 

 ①暴力的な要求行為 

 ②法的な責任を超えた不当な要求行為 

 ③取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

 ④風説を流布し、偽計又は威力を用いて貴所の信用を毀損し、又は貴所の業務を妨害する行為 

 ⑤その他前各号に準ずる行為 

4  私［当社］は、下請け又は再委託先業者（下請け又は再委託契約が数次にわたるときは、そ

の全てを含む。以下同じ｡）との関係において、次の各号のとおりであることを表明、確約いた

します。 

 ①下請け又は再委託先業者が前第 1項及び第 2項に該当せず、将来においても前第 1項、第 2

項及び第 3項に該当しないこと。 

 ②下請け又は再委託先業者が前号に該当することが判明した場合には､直ちに契約を解除し、

又は契約解除のための措置をとること。 

5  私［当社］は、下請け又は再委託先業者が、反社会的勢力等から不当要求又は業務妨害等の

不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は下請け又は再委託先業者をしてこれを拒否させる

とともに、速やかにその事実を貴所に報告し、貴所の捜査機関への通報に協力することを表明、

確約いたします。 

6  私［当社］は、これら各項のいずれかに反したと認められることが判明した場合及びこの表

明・確約が虚偽の申告であることが判明した場合は、催告なしで会員加入・資格が解約されても

一切異議を申し立てず、また、賠償ないし補償を求めないとともに、これにより損害が生じた場

合は、一切私〔当社〕の責任とすることを表明、確約いたします。 

                                年   月   日 

                         

署名                ㊞ 

 
 


